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「通常規模型通所介護」重要事項説明書 
改訂 令和 7年 4月 1日 

 
当事業所は介護保険の指定を受けています 

 
当事業所はご契約者に対して通常規模型通所介護サービスを提供します。事業所の概要

や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 
 
※当サービスの利用は、原則として介護認定の結果「要介護」と認定された方が 
対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能 
です。 

 

１．事業者 

(１) 法 人 名     社会福祉法人 神戸町社会福祉協議会 
(２) 法人所在地     岐阜県安八郡神戸町大字八条 258 番地の 2 
(３) 電話番号      0584－28－0223 
(４) 代表者氏名     会  長   下 野 哲 郎 
(５) 設立年月      平成 6 年 4 月 1 日 

 

２．事業所の概要 

(１) 事業所の種類    通常規模型通所介護事業所 平成 12 年 2 月 28 日指定 
(２) 事業所の目的    要介護状態にある高齢者に対し適正な通常規模型通所 

介護を提供する 
(３) 事業所の名称    神戸町デイサービスセンター（第 2172500098 号） 
(４) 事業所の所在地   岐阜県安八郡神戸町大字八条 258 番地の 2 
(５) 電話番号      0584－28－1021 
(６) 管 理 者      若 園 千 里 
(７) 当事業所の運営方針  事業者は利用者の心身の状況や家族環境等を踏まえ、介護保

険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき関係する

市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密

な連携を図りながら、自立した日常生活を営むことができる

よう、生活機能の維持又は向上を目指し、さらに利用者の社

会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体

的・精神的負担の軽減を図るために、適切なサービスの提供

に努めます。 
(８) 開設年月      平成 9 年 4 月 1 日 
(９) 利用定員      39 人（介護予防通所介護 第 1 号通所事業を含む） 
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３．事業実施地域及び営業時間 

(１) 通常の事業の実施地域 神戸町の区域 
(２) 営業日及び営業時間 

営 業 日 月～土（祝日も営業）ただし 12 月 31 日から 1 月 3 日までは除く 
受付時間 8：30 から 17：15 

サービスの提供時間 9：00 から 16：00 
 

４．職員の配置状況 

当事業所では、ご利用者に対して指定通所介護サービスを提供する職員として、以下

の職種の職員を配置しています。 
＜主な職員の配置状況＞ 

職 種 合 計 

1．管理者 1 名 

2．生活相談員 4 名（内 1 名は管理者と兼務） 

3．介護職員 8  名 

4．看護職員 3 名 

5．機能訓練指導員 2 名（内 1 名は看護職員と兼務） 

 

５．当事業所が提供するサービス 

＜サービスの概要＞ 
① 入浴  
・ご本人・家族様のご希望により、入浴又は清拭を行います。寝たきりでも機械浴槽

を使用して入浴することができます。 
② 食事の介助 （但し、食事の提供に要する費用は別途いただきます。） 
・委託業者の栄養士（管理栄養士）の立てる献立表により、栄養並びにご利用者の身

体の状況及び嗜好を考慮した食事・おやつを提供します。 
・ご利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則とし

ています。 
③ 個別機能訓練  
・ご利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその

減退を防止するための訓練 
を実施します。 
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③ 喫茶店利用代 （1 杯 100 円） 
利用料金：実費をいただきます。 

④ ご利用者が、時間の延長を希望される場合は、30 分あたり 500 円をいただきます。                                         

７．利用料金の支払い方法 

○通常規模型通所介護費及び、食費・おやつ代、喫茶店利用代は、1 ヶ月ごとに計算し、

翌月に金融機関口座からの自動引き落としとなります。  
ただし、口座引落し手続き中の場合、数か月間は現金での支払いをお願いする場合が

あります。 
（上記以外の実費料金については、現金でのお支払となります。）  
 

８．利用の中止、変更 

○利用予定日の前に、ご利用者の都合により、通所介護サービスの利用を中止又は変

更することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに介護支援専門

員（ケアマネジャー）に申し出てください。 
○利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた

場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。ただし、ご利

用者の体調不良等正当な事由がある場合には、この限りではありません。 
  また利用希望されたにもかかわらず、午前９時以降キャンセルを申し出られた場合、

食事代（710 円）をいただきます。 
 

利用予定日の当日午前 7 時 45 分までに申し出が 
あった場合 

無料 

利用予定日の当日午前 7 時 45 分までに申し出が 
なかった場合 

当日の利用料金の 50％（自己負担額） 
 

利用希望されたにもかかわらず、午前９時以降 
キャンセルを申し出られた場合 

当日の利用料金の 50％（自己負担額） 
＋ 

食事代 710 円 
 
○サービス利用の変更の申し出に対して、事業所の稼動状況により利用者の希望する期

間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議しま

す。 
 

９．緊急時・災害時の対応 

事業者は、非常災害その他緊急の事態に備え、常に関係機関と連絡を密にし、とるべ

き措置についてあらかじめ防災計画を作成し、防災計画に基づき、職員の訓練を行いま

す。 
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10．情報の開示 

利用者の求めに応じて、介護サービス提供記録の開示を行います。 
 

11．苦情の受付 

(１) 当事業所における苦情の受付 
当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 
○苦情受付窓口 【担当者】 神戸町社会福祉協議会 

           【職 名】 管理者兼生活相談員 若園 千里 
【ＴＥＬ】 0584－28－1021 

              【ＦＡＸ】 0584－28－1022 
○受 付 時 間 毎週月曜日～土曜日 8：30～17：15 

 
(２) 行政機関その他の苦情受付機関 

神戸町役場 健康福祉課 
介護保険相談窓口 

所 在 地 岐阜県安八郡神戸町大字神戸 1111 
電話番号 0584－27－3111  

安八郡広域連合 所 在 地 岐阜県安八郡安八町中須 410－1 
電話番号 0584－63－2050 
 

国民健康保険団体連合会 所 在 地 岐阜県岐阜市下奈良 2 丁目 2 番 1 号 
      岐阜県福祉・産業会館内 
電話番号 058－273－1111（代表） 
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「介護予防・日常生活支援総合事業」重要事項説明書 
改訂：令和 7 年 4 月 1 日 

 
当事業所は介護保険の指定を受けています。 

 
当事業所はご契約者に対して安八郡広域連合介護予防・日常生活支援総合事業（通所型 

サービス）を提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただ

きたいことを次の通り説明します。 
 
当サービスの利用は、原則として介護認定の結果「要支援」と認定された方と事業対象者の

方が対象となります ※要介護認定判定「非該当」判定後、基本チェックリスト判定を受け、

その結果「リスク有り」と該当された方 
 

１．事業者 

(１) 法 人 名     社会福祉法人 神戸町社会福祉協議会 
(２) 法人所在地     岐阜県安八郡神戸町大字八条 258 番地の 2 
(３) 電話番号      0584－28－0223 
(４) 代表者氏名     会 長  下 野 哲 郎 
(５) 設立年月      平成 6 年 4 月 1 日 

２．事業所の概要 

(１) 事業所の種類    第１号通所事業（介護予防通所介護相当） 
(２) 事業所の目的    要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ可能な限

り在宅において自立した日常生活を営むことができるよう、

生活の質の確保及び向上を図るとともに安心して日常生活を

過ごす事ができるよう介護予防サービスを提供する 
(３) 事業所の名称    神戸町デイサービスセンター（第 2172500098 号） 
(４) 事業所の所在地   岐阜県安八郡神戸町大字八条 258 番地の 2 
(５) 電話番号      0584－28－1021 
(６) 管 理 者      若 園 千 里 

(７) 当事業所の運営方針 事業者は利用者の心身の状況や家族環境等を踏まえ、介護保

険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき関係する市

町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な

連携を図りながら、利用者の要支援状態の軽減や悪化の防止

もしくは要介護状態となることの予防のため適切なサービス

の提供に努めます。 
(８) 開設年月      平成 9 年 4 月 1 日 
(９) 利用定員      39 人（通所介護及び介護予防通所介護を含む） 
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３．事業実施地域及び営業時間 

(１) 通常の事業の実施地域 神戸町の区域 
(２) 営業日及び営業時間 

営 業 日 月～土（祝日も営業） ただし 12 月 31 日から 1 月 3 日までは除く 

受付時間  8：30 から 17：15 

サービスの提供時間  9：00 から 16：00 

４．職員の配置状況 

当事業所では、ご利用者に対して第１号通所事業を提供する職員として、以下の職種の

職員を配置しています。 
＜主な職員の配置状況＞ 

職 種 合 計 

1．管理者 1 名 

2．生活相談員 4 名（内 1 名は管理者と兼務） 

3．介護職員 8  名 

4．看護職員 3 名 

5．機能訓練指導員 2 名（内 1 名は看護職員と兼務） 

５．提供するサービス 

＜サービスの概要＞ 
① 入浴  
・ご本人・ご家族の希望により、入浴又は清拭を行います。 

② 食事の介助 （但し、食事の提供に要する費用は別途いただきます。） 
・受託業者の栄養士（管理栄養士）の立てる献立表により、栄養並びにご利用者の身

体の状況及び嗜好を考慮した食事・おやつを提供します。 
・ご利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則とし

ています。 
③ 予防介護プログラム  
「口腔機能向上」「運動機能向上」「認知症予防」 
・ご利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又は 
その減退を防止するための訓練を実施します。 

④ 午後の活動  
・レクリエーション、季節行事、社会参加等を行う事により、日常生活にメリハリを

つけ、他の利用者の方との交流を深めて活気のある生活を送ります。 
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⑤ 排泄  
・ご利用者に応じた排泄の介助を行います。 

⑥ 送迎  
・ご利用者の送迎を行います。 

    ご自宅まで伺い、送迎車への昇降を行います。 

６．利用料金 

(１) 介護保険の給付対象となるサービス 
 
＜本人 1 割負担＞ 

介護度 サービス回数 利用料金 
事業対象者 
要支援 1 

週１回まで１月につき４回まで 384 円／回 
週１回まで１月につき５回実施 ※ 1,672 円／月 

要支援 2 
週２回まで１月につき８回まで 395 円／回 
週２回まで１月につき９回実施 ※ 3,428 円／月 

○片道送迎は 15 円／回加算 ○入浴は 60 円／回加算 
※片道送迎・入浴の加算は算定されません。 

＜本人 2 割負担＞ 
介護度 サービス回数 利用料金 

事業対象者 
要支援 1 

週１回まで１月につき４回まで 768 円／回 
週１回まで１月につき５回実施 ※ 3,344 円／月 

要支援 2 
週２回まで１月につき８回まで 790 円／回 
週２回まで１月につき９回実施 ※ 6,856 円／月 

○片道送迎は 30 円／回加算 ○入浴は 120 円／回加算 
※片道送迎・入浴の加算は算定されません。 

＜本人 3 割負担＞ 
介護度 サービス回数 利用料金 

事業対象者 
要支援 1 

週１回まで１月につき４回まで 1,152 円／回 
週１回まで１月につき５回実施 ※ 5,016 円／月 

要支援 2 
週２回まで１月につき８回まで 1,185 円／回 
週２回まで１月につき９回実施 ※ 10,284 円／月 

○片道送迎は 45 円／回加算 ○入浴は 180 円／回加算 
※片道送迎・入浴の加算は算定されません。 

☆ご利用者が、まだ介護認定等を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいっ

たんお支払いいただきます。要支援又は、事業対象者の認定を受けた後、自己負担額を

除く金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。償還払いとなる場合、ご利用者

が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交

付します。 
☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者の負担

額を変更します。 
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(２) 介護保険の給付対象とならないサービス 
以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。 

＜実費料金＞ 
① 食費・おやつ代の提供（食材料費+調理費） 
利用料金：1 回あたり 710 円 

② レクリエーション、その他 
ご利用者の希望によりレクリエーションや季節行事に参加していただくことができ

ます。 
利用料金：材料費等の実費をいただくことがあります。 

③ 喫茶店利用代 （1 杯 100 円） 
利用料金：実費をいただきます。 

  ④ご利用者が、時間の延長を希望される場合は、30 分あたり 500 円を頂きます。 
 

７．利用料金の支払い方法 

○介護予防・日常生活支援総合事業費及び、食費・おやつ代、喫茶店利用代は、1 ヶ月

ごとに計算し、翌月に金融機関口座からの自動引き落としとなります。  
ただし、口座引落し手続き中の場合、数か月間は現金での支払いをお願いする場合が

あります。 
（上記以外の実費料金については、現金でのお支払となります。）  

  

８．利用の中止、変更 

○利用予定日の前に、ご利用者の都合により、通所型サービスの利用を中止又は変更す

ることができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに介護支援専門員（ケ

アマネジャー）に申し出てください。 
○利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場

合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。ただし、ご利用者

の体調不良等正当な事由がある場合には、この限りではありません。 
また利用希望されたにもかかわらず、午前９時以降キャンセルを申し出られた場合、

食事代（710 円）をいただきます。 
利用予定日の当日午前 7 時 45 分までに申し出が 
あった場合 

無料 

利用予定日の当日午前 7 時 45 分までに申し出が 
なかった場合 

当日の利用料金の 50％（自己負担額） 

利用希望されたにもかかわらず、午前９時以降 
キャンセルを申し出られた場合 

当日の利用料金の 50％（自己負担額

＋ 

食事代 710 円 
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○サービス利用の変更の申し出に対して、事業所の稼動状況により利用者の希望する期間

にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。 

９．緊急時・災害時の対応 

事業者は、非常災害その他緊急の事態に備え、常に関係機関と連絡を密にし、とるべき

措置についてあらかじめ防災計画を作成し、防災計画に基づき、職員の訓練を行います。 

10．情報の開示 

利用者の求めに応じて、介護サービス提供記録の開示を行います。 

11．苦情の受付 

(１) 当事業所における苦情の受付 
当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 
○苦情受付窓口 【担当者】 神戸町社会福祉協議会 

           【職 名】 管理者兼生活相談員 若園 千里 
【ＴＥＬ】 0584－28－1021 

              【ＦＡＸ】 0584－28－1022 
○受 付 時 間 毎週月曜日～土曜日 8：30～17：15 

 
(２) 行政機関その他の苦情受付機関 

神戸町役場 健康福祉課 
介護保険相談窓口 

所 在 地 岐阜県安八郡神戸町大字神戸 1111 
電話番号 0584－27－3111 

安八郡広域連合 所 在 地 岐阜県安八郡安八町中須 410－1 
電話番号 0584－63－2050 

国民健康保険団体連合会 所 在 地 岐阜県岐阜市下奈良 2 丁目 2 番 1 号 
      岐阜県福祉・産業会館内 
電話番号 058－273－1111（代表） 

 


